
令和６年４月１日適用

対象業務及び算定率
最低制限価格は予定価格に次の割合を乗じて得た額とする。

1.測量業務　（８２％）
2.建築及び土木関係の建設コンサルタント業務　（８０％）
3.地質調査業務（８５％）
4.補償コンサルタント業務（８０％）
5.除草伐採業務委託（８０％）

＜設計委託等＞

6,891,000 × 80% 小数点以下切捨て

業務価格 6,891,000 〃

消費税相当額 689,100 〃

設計額（予定価格） 7,580,100 (Ａ) (Ｂ) 最低制限価格基礎額

(Ｃ) Bの千円未満切上げ

(Ｄ) 小数点以下切上げ

(Ｅ) 小数点以下切捨て

※複数業種の場合の算出例

＜測量設計委託＞

測量業務 3,185,000 × 82% 小数点以下切捨て

3,967,000 × 80% 〃

業務価格 7,152,000 〃

消費税相当額 715,200 〃

設計額（予定価格） 7,867,200 (Ａ) (Ｂ) 最低制限価格基礎額

(Ｃ) Bの千円未満切上げ

(Ｄ) 小数点以下切上げ

(Ｅ) 小数点以下切捨て

＜地質調査委託＞

地質調査業務 3,185,000 × 85% 小数点以下切捨て

解析等調査（設計） 3,967,000 × 85% 〃

業務価格 7,152,000 〃

消費税相当額 715,200 〃

設計額（予定価格） 7,867,200 (Ａ) (Ｂ) 最低制限価格基礎額

(Ｃ) Bの千円未満切上げ

(Ｄ) 小数点以下切上げ

(Ｅ) 小数点以下切捨て最低制限価格の割合 　　（Ｃ÷Ａ） 85%
地質調査業務の「解析等調査業務費」は，地質調査業務として取り扱うこととし，予定価格の算出の基礎とな
る業務価格に85％を乗じる。

6,079,200

607,920

6,687,120

最低制限価格 6,688,000

最低制限価格の100/110　（Ｃ×100/110） 6,080,000

3,371,950

5,785,300

最低制限価格 6,364,000

6,363,830

最低制限価格の100/110　（Ｃ×100/110） 5,785,455

最低制限価格の割合 　　（Ｃ÷Ａ） 80%

2,707,250

建築及び土木関係建設コ
ンサルタント業務

2,611,700

3,173,600

578,530

最低制限価格 6,065,000

最低制限価格の100/110　（Ｃ×100/110） 5,513,637

最低制限価格の割合 　　（Ｃ÷Ａ） 80%

5,512,800

551,280

6,064,080

5,512,800

建築及び土木関係建設コ
ンサルタント業務

建設関連業務委託 算出例


